
資料２ 

 

福岡市宿泊税に関する調査検討委員会の公開について 

 

本委員会の公開の⽅法については，原則として以下のとおりとする。 
 

１ 会議は原則公開とする。 
ただし，会議における審議の内容が，福岡市情報公開条例第７条の各号に掲

げる情報（⾮公開情報）に関するものであるとき，または，会議を公開するこ
とにより，当該会議の適正な運営に著しい⽀障が⽣じると認められるときは，
この限りではない。 
 

２ 会議の会場には傍聴席を設ける。 
 
３ 会議資料については，傍聴者に配布すると共に，市ホームページ等におい

て公開する。 
 
４ 会議録は，要旨を記述することとし，出席委員の承認を得て，市ホームペ

ージ等において公開する。 
 
５ 会議の開催ごとに市ホームページ等で広報を⾏い，会議の開催及び公開の

周知を図る。 
 
６ 以上に関わらず，委員⻑が必要と認めるときは，会議，会議資料，会議録

の全部または⼀部を⾮公開にすることができる。 
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